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７．書 記

参 事 門 脇 益 美

８．議事録署名員

１９番 山 本 實 ２０番 山 手 善 美

９．会議の概要

議 長 た だ 今 か ら 平 成 ２ ７ 年 第 １ ０ 回 仙 北 市 農 業 委 員 会 総 会 を 開 会 い た し ま

す。

議 長 今日は パトロ ール関 係と産業建設常 任委員との懇談会があります。また

会議の あとい ろいろ 視察して 見てま わりま すので よろし くお願い します。

議 長 それで は、本 日の総 会への出席委員 は２７名。欠席委員は０名です。よ

って、本総会は定足数に達しております。

議 長 次に、 議事録 署名員 並びに会議書記 の指名をこちらからしてよろしいで

しょうか。

『異議なし』の声

議 長 それで は議事 録署名 員に１９番山本 委員、２０番山手委員両名を指名し

ます。会議書記には門脇参事を指名します。

議 長 本日の 会議の 日程に つきましては、 お手元に配布している議事日程に従

い進行いたします。ご異議ございませんか。

『異議なし』の声

議 長 異議なしと認めます。それでは日程４、会務諸報告をお願いします。

伊藤局長 《会務諸報告の朗読及び説明》（９時４分）

議 長 ありが とうご ざいま した。各推薦委 員からの報告は議事終了後にお受け

した いと思 っております。それでは日 程５、報告に入りたいと思います。

事務局よりお願いします。

伊藤局 長 報 告１。 農地法 第３条 の３第１項の規 定（相続等）による届出についてで

す 。 ７ 月 ９ 日 か ら ８ 月 ５ 日 ま で に 4名 の 方 々 か ら 相 続 し た と 届 け 出 が あ り



受理し通知した旨を報告致します。

樫尾 係長 次 に報告 ２。農地 転用事 業計画変更承認申請書につい てです。２件提出

さ れ て お り ま す 。 １ 件 目 の 事 業 継 承 者 は 角 館 町 西 長 野 地 区 の ○ ○ さ ん 。

当 初 の 事 業 計 画 者 は 西 木 町 門 屋 の ○ ○ さ ん で す 。 今 回 の 計 画 の 変 更 を 受

け る 農 地 で す が 角 館 町 西 長 野 の １ 筆 で す 。 面 積 は ５ １ ４ ㎡ で 平 成 ２ ４ 年

に 農 地 法 ５ 条 の 許 可 出 て お り ま し た 。 当 初 一 般 住 宅 を 建 築 す る 予 定 で し

た が 当 初 事 業 者 の 転 勤 及 び 諸 事 情 が 発 生 し 、 事 業 継 続 が 困 難 と な り 農 地

転 用 事 業 計 画 変 更 承 認 申 請 を 受 付 致 し ま し た 。 事 業 継 承 者 は 共 同 住 宅 を

建 築 す る 予 定 で 面 積 に つ き ま し て 変 更 は ご ざ い ま せ ん 。 ２ 件 目 で す が 事

業 継 承 者 、 当 初 の 事 業 計 画 者 が 同 じ で 角 館 町 小 勝 田 の ○ ○ さ ん で す 。 今

回 の 計 画 の 変 更 を 受 け る 農 地 で す が 角 館 町 小 勝 田 の １ 筆 で す 。 面 積 は ３

５ ９ ㎡ で 平 成 ２ ６ 年 に 農 地 法 ５ 条 の 許 可 出 て お り ま し た 。 当 初 計 画 の も

の が 思 っ て い た 以 上 に 所 得 税 及 び 諸 費 用 が か さ む た め 計 画 の 変 更 し た い

と の こ と で 農 地 転 用 事 業 計 画 変 更 承 認 申 請 を 受 付 致 し ま し た 。 当 初 の 計

画 で は 所 有 権 移 転 に て 名 義 を 変 更 す る つ も り で し た が 今 回 使 用 貸 借 で 権

利 の 設 定 を し て 住 宅 を 建 て る と の こ と で す 。 以 上 で ご ざ い ま す 。 続 き ま

し て 現 況 農 地 証 明 に つ い て で す 。 昭 和 ３ ５ 年 に 水 害 の 被 害 が あ り 、 そ の

後 農 地 と し て 復 旧 し ま し た が 筆 界 未 定 地 と い う こ と で 登 記 が と ら れ て お

り ま す 。 今 回 生 保 内 南 地 区 の 補 助 整 備 事 業 に か か る と い う こ と で 農 地 と

して交付したいという要望で申請が出されました。以上です。

議 長 報 告が終 わりまし た。そ れでは議事に入ります。議案 第２６号、農地法

第 ３ 条 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 に つ い て を 上 程 し ま す 。 説 明 を お 願 い し ま

す。

門脇 参事 議案 第２６ 号。農地 法第３ 条の規定による許可申請につ いて。農地法第３

条 の 規 定 に よ り 、 別 紙 の と お り 許 可 申 請 が あ っ た の で 審 議 の う え 許 可 の

可 否 を 求 め る 。 平 成 ２ ６ 年 ８ 月 ６ 日 提 出 。 仙 北 市 農 業 委 員 会 会 長 羽 川 正

幸。

門脇参 事 内容に ついて 説明し ます。整理番号 １番、農地の所在が○○地区の合計

１ 筆 。 面 積 が １ ， ３ １ ５ ㎡ 。 移 転 す る の は ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん 。 受 け る

の は ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん で ご ざ い ま す 。 利 用 目 的 は 畑 と し て 。 売 買 価 格

は １ ０ ａ 当 た り ○ ○ 円 の 総 額 ○ ○ 円 で ご ざ い ま す 。 申 請 事 由 は 売 り 主 が

高 齢 の た め 経 営 縮 小 し 買 い 主 が 規 模 拡 大 を す る た め で す 。 資 金 は 自 己 資

金 で 。 続 い て 整 理 番 号 ２ 番 、 農 地 の 所 在 が ○ ○ 地 区 の 合 計 ３ 筆 。 面 積 が

１ ， ３ ８ ５ ㎡ 。 こ ち ら は ３ 条 交 換 移 転 の 案 件 で す 。 移 転 す る の は ○ ○ 地

区 の ○ ○ さ ん 。 受 け る の は ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん で ご ざ い ま す 。 続 い て 整

理 番 号 ３ 番 、 農 地 の 所 在 が ○ ○ 地 区 の 合 計 ３ 筆 。 面 積 が ２ ， ８ ９ ０ ㎡ 。

こ ち ら は 整 理 番 号 ２ 番 と 同 じ く ３ 条 交 換 移 転 の 案 件 で す 。 移 転 を す る の

は 整 理 番 号 ２ 番 の 受 け 手 で あ っ た ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん 。 受 け る の は 整 理

番 号 ２ 番 の 移 転 者 の ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん で ご ざ い ま す 。 続 い て 整 理 番 号

４ 番 、 農 地 の 所 在 が ○ ○ 地 区 の 合 計 ２ ２ 筆 。 面 積 が ２ ３ ， ２ ５ ８ ㎡ 。 賃

貸 人 は ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん 。 賃 借 人 は 賃 貸 人 の 孫 で あ る ○ ○ 地 区 の ○ ○

さ ん で ご ざ い ま す 。 ３ 条 使 用 貸 借 で １ ０ 年 間 の 契 約 で ご ざ い ま す 。 利 用

目 的 は 水 田 と し て 。 こ ち ら は 貸 付 人 が 経 営 移 譲 年 金 受 給 の た め 。 続 い て

整 理 番 号 ５ 番 、 農 地 の 所 在 が ○ ○ 地 区 の 田 が ６ 筆 、 畑 が ９ 筆 の 合 計 １ ５

筆 。 面 積 が １ ０ ， ９ ９ ９ ㎡ 。 経 営 移 譲 で 渡 す 方 は ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん 。

受け る方は の○○地区の○○さんでご ざいます。利用目的は水田として。

使用貸借契約で期間が１０年になります。以上です。

議 長 説明が 終わり ました 。現地確認報告 に入ります。整理番号１番ついては



２５番藤原委員よりお願いします。

25番 藤原 《整理番号１番について、３条調書に基づき現地確認報告》

議 長 次に、整理番号２番～３番については、３番野中委員よりお願いします。

３番野中 《整理番号２番～３番について、３条調書に基づき現地確認報告》

議 長 次に、整理番号４番については、２番藤村委員よりお願いします。

２番藤村 《整理番号４番について、３条調書に基づき現地確認報告》

議 長 次に、整理番号５番については、５番佐藤委員よりお願いします。

４番佐藤 《整理番号５番について、３条調書に基づき現地確認報告》

議 長 現地確認報告が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり

議 長 無 いよう ですので 、議案 第２６号については許可する ことにご異議ござ

いませんか。

『異議無し』の声

議 長 異 議無し と認めま す。よ って、議案第２６号について は許可することに

決定します。 （９時２２分）

議 長 次 に、議 案第２７ 号、農 地法第５条第１項の規定によ る許可申請につい

てを上程します。説明をお願いします。

樫尾 係長 議 案第２ ７号、農 地法第 ５条第１項の規定による許可 申請について。農

地 法 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 別 紙 の と お り 許 可 申 請 が あ っ た の で 審

議 を 求 め る も の で す 。 平 成 ２ ７ 年 ８ 月 ６ 日 提 出 。 仙 北 市 農 業 委 員 会 会 長

羽川正幸。

樫尾 係長 内 容につ いて説明 します 。整理番号１番、農地の所在 が角館町小勝田地

区 。 登 記 簿 現 況 共 に 畑 。 面 積 が ４ ０ ２ ㎡ 。 所 有 権 移 転 で す 。 譲 渡 人 は 埼

玉 県 在 住 の ○ ○ さ ん で す 。 譲 受 人 が 角 館 町 小 勝 田 地 区 の ○ ○ さ ん で す 。

転 用 目 的 は 一 般 個 人 住 宅 で す 。 転 用 理 由 は 申 請 地 近 隣 に 居 住 す る 申 請 者

が 今 後 の 生 活 等 を 考 慮 し 、 申 請 地 の 取 得 を 行 い 、 申 請 地 へ 現 在 ア パ ー ト

居 住 の 娘 夫 婦 が 新 居 を 行 う た め 。 次 に 整 理 番 号 ２ 番 、 農 地 の 所 在 が 西 木

町上 桧木内 地区。登記簿現況共に田。 面積が２，８３０㎡。賃貸借です。

貸 付 人 は 西 木 町 上 桧 木 内 地 区 の ○ ○ さ ん で す 。 借 受 人 が 秋 田 市 に 営 業 所

があ るの○ ○さん（電気事業会社）で す。転用目的は運輸通信用地です。

転 用 理 由 は 送 電 線 張 替 工 事 は 峻 険 な 山 間 地 で あ り 、 工 事 車 両 の 乗 り 入 れ

が で き な い こ と か ら 、 ヘ リ コ プ タ ー に よ る 飛 行 条 件 に 適 し た 農 地 を 一 時

転用して使用を計画しているため。以上です。

議 長 説明が 終わり ました 。整理番号１番につきまして 24番 糸 井委員よりお願

いします。

24番 糸 井 報 告申し上げます。樫尾係長が説明し たとおりですが補足です。この周辺

は 以 前 も 購 入 さ れ 住 宅 が 建 設 さ れ た と 思 い ま す が こ の 地 区 の 水 利 組 合 の

組 合 長 さ ん か ら 色 々 聞 い て 見 た と こ ろ 現 在 農 地 で は あ る が 雨 水 が 流 れ て

い る 程 度 で 農 業 用 水 は 流 れ て い な い と い う こ と で な ん ら 問 題 な い と 思 わ

れます。以上です。

議 長 整理番 号２番 につい て現地確認報告 で３番野中委員よりお願いします。

３ 番 野 中 7月 29日 に 樫 尾 係 長 と 業 者 の 担 当 者 と 現 地 を 見 て ま い り ま し た 。 内 容 は

先 程 樫 尾 係 長 が 説 明 し た と お り で 、 比 内 沢 か ら 鎧 畑 ま で の 河 川 （ ２ ． ２

㎞ ） を 張 り 替 え す る と い う こ と で そ の 資 材 を 運 ぶ た め の ヘ リ コ プ タ ー の

ヘ リ ポ ー ト に し た い い う こ と で し た 。 運 ぶ 物 は 材 料 と 組 み 立 て 式 の 重 機

で す 。 周 辺 の 道 路 等 で す が そ こ は 国 交 省 の 方 か ら 許 可 を も ら う と い う こ

とでなんら支障はないと見ております。以上です。

議 長 現地確認報告が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。



議 長 無 いよう ですので 、議案 第２７号については許可相当 とすることにご異

議ございませんか。

『異議無し』の声

議 長 異 議無し と認めま す。よ って、議案第２７号について は許可相当とする

ことに決定します。 （９時３０分）

議 長 次 に、議 案第２８ 号、現 況非農地証明に対する可否決 定についてを上程

します。説明をお願いします。

樫尾係長 議案第２８号。現況非農地証明願いに対する可否決定について。

現 況非農 地証明願 いの提 出があったので、審議のうえ 許可の可否を求め

る。平成２７年８月６日提出。仙北市農業委員会会長羽川正幸。

樫尾 係長 説 明を始 めます。 申請地 が西木町上橋元地区。登記簿 畑、現況山林。合

計 １ 筆 の ４ １ ７ ㎡ 。 申 請 者 が ○ ○ さ ん 。 申 請 事 由 は 、 平 成 年 月 日 不 詳 か

ら山林原野化となっております。以上です。

議 長 説明が終わりました。現地確認報告を１０番佐藤委員お願いします。

10番 佐 藤 7月 8日 に 現地調査しに いってきました。隣接するとこ ろに大きい杉林あ

り 畑 と し て う ま く 機 能 し な い 状 態 と な っ て お り ま し た 。 み た と こ ろ 非 農

地として仕方ないのではと思いました。以上です。

議 長 現地報告が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり

議 長 無 いよう ですので 、議案 第２８号については許可する ことにご異議ござ

いませんか。

『異議無し』の声

議 長 異 議無し と認めま す。よ って議案第２８号については 許可することに決

定します。 （９時３４分）

議 長 予定さ れてい た議案 が終了しました 。各推薦委員からの報告がありまし

たらお願いします。議会からの報告はありませんか。

５番平岡 ありません。

議 長 共済からの報告はありますか。

10番 佐 藤 ありません。

議 長 土地改良区からの報告はありますか。

16番 大 石 ありません。

議 長 農協からの報告はありますか。

18番 草 彅 先 程 会 務 報 告 に も あ り ま し た が 農 協 単 独 で TPP決 起 集 会 が あ り ま し た 。

中 身 は 各 生 産 者 か ら の 意 見 を 出 し て 頂 き ま し て 最 後 に 組 合 長 が 要 請 文 章

を 読 み 上 げ ま し た 。 そ の 要 請 文 章 を 国 会 議 員 の 御 法 川 議 員 に 手 渡 し ま し

た。

議 長 次に、協議に入ります。事務局よりお願いします。

伊藤局 長 協議事 項１。 第５９ 回農業委員大会 要請事項についてです。要請内容は

農 地 中 間 管 理 事 業 の 運 用 改 善 に つ い て で す 。 秋 田 県 の 平 成 ２ ６ 年 度 の 実

績 が 達 成 さ れ た こ と は 評 価 で き る が 農 地 を 借 り よ う す る 人 は 平 野 地 に 集

中 し 、 中 山 間 地 な ど の 耕 作 不 利 な と こ ろ で 受 け 手 を 見 つ け る の は 年 々 困

難 と な っ て い る 。 こ れ で は 耕 作 放 棄 地 が 発 生 す る の は 目 に 見 え て い る 。

そ こ で 受 け 手 の 農 家 へ の 優 遇 処 置 も 考 え て ほ し い と い う こ と を 強 く 要 望

したいと考えております。以上です。

伊藤局 長 次に、 協議事 項２。 作況調査につい てです。実施日は９月７日です。第

１ １ 回 総 会 終 了 後 に 各 圃 場 を 回 り 、 調 査 す る 計 画 で ご ざ い ま す 。 調 査 圃

場につきましては、資料に記載のとおりでございます。

伊藤局 長 次に、 連絡事 項です 。第７回東北管 内耕作放棄地解消事例発表会の開催



要 領です 。９月１～２日 で今年は宮城県仙台市、現地調 査は角田市です。

４名ほどご検討下さい。以上です

議 長 この３件について、ご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり

（閉 会）

議 長 以 上をも ちまして 平成２ ７年第１０回仙北市農業委員 会総会を閉会いた

します。お疲れ様でした。（９時５５分）

上記のとおり会議の顛末を記載し、相違ないことを認め署名する。

平成２７年 月 日

議 長

署 名 員 １９番

署 名 員 ２０番


